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第17期定時株主総会招集ご通知に際しての
法令及び定款に基づくインターネット開示事項

① 連結計算書類の連結注記表
② 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

（ 平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで ）

上記の事項につきましては、法令及び当行定款第13条の規定に基づき、インタ
ーネット上の当行ウェブサイト（http://www.shinseibank.com）に掲載する
ことにより開示しております。

株式会社新生銀行

表紙



2017/05/16 2:03:41 / 16267179_株式会社新生銀行_招集通知（Ｆ）

連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。

１．連結計算書類の作成方針
⑴　連結の範囲に関する事項

①　連結される子会社及び子法人等 124社
主要な会社名

株式会社アプラスフィナンシャル
昭和リース株式会社
新生パーソナルローン株式会社
新生フィナンシャル株式会社
新生信託銀行株式会社
新生証券株式会社
新生プリンシパルインベストメンツ株式会社

　イノベーション・エンジン再生医療投資事業有限責任組合他３社は設立により、栄伸工業株式会社は株式取
得により、株式会社エス・エル・ウイング他１社は重要性が増加したことにより、当連結会計年度から連結し
ております。
　また、Lexia LLC他33社は清算により、きらやかリース株式会社他１社は株式売却により、メイプル保険サ
ービス株式会社は株式会社アプラスとの合併により、あおば合同会社他５社は重要性が減少したことにより、
連結の範囲から除外しております。

②　非連結の子会社及び子法人等 97社
主要な会社名

エス・エル・パシフィック株式会社
　エス・エル・パシフィック株式会社他57社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産
及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該
子会社との間に重要な取引がないため、会社計算規則第63条第１項第２号により、連結の範囲から除外してお
ります。
　その他の非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余
金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても
企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲か
ら除外しております。

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 ０社
②　持分法適用の関連法人等 20社

主要な会社名
日盛金融控股股份有限公司

　ES Shipping Corporation他３社は設立により、ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社は株式取得に
より、当連結会計年度から持分法を適用しております。
　また、Woori SB Tenth Asset Securitization Specialty Co., Ltd.他４社は清算により、持分法の適用対象
から除いております。
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③　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 97社
主要な会社名

エス・エル・パシフィック株式会社
　エス・エル・パシフィック株式会社他57社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産
及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該
子会社との間に重要な取引がないため、会社計算規則第69条第１項第２号により、持分法の適用対象から除い
ております。
　その他の持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持
分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の適用対象から除いても
連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の適用対象から除いております。

④　持分法非適用の関連法人等 ０社
⑤　他の会社等の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにも

かかわらず関連法人等としなかった当該他の会社等 １社
会社名

ORTHOREBIRTH株式会社
　投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として株式を所有し、「連結財務諸
表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第22号）第24項の要
件を満たしているため、関連法人等として取り扱っておりません。

⑶　連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
①　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

３月末日 94社
９月末日 ２社
12月末日 26社
２月末日 ２社

②　３月末日以外の日を決算日とする連結される子会社及び子法人等のうち１社については、３月末日現在で実
施した仮決算に基づく財務諸表により、またその他の連結される子会社及び子法人等については、それぞれの
決算日の財務諸表により連結しております。
　連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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２．会計方針に関する事項
⑴　特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

　金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して
利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結
貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算
書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
　特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワ
ップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っ
ております。
　また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債
権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結
会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
　なお、特定取引資産及び特定取引負債に含まれる派生商品のみなし決済額の見積に当たり、流動性リスク及び
信用リスクを加味した評価を行っております。

⑵　有価証券の評価基準及び評価方法
(イ）有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引を除く）については時価法（売却原価は移動平均法によ

り算定）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結
の子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として連結決
算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極め
て困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。また、匿名組合等への
出資金については、組合等の直近の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純額で計上してお
ります。
　なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部
純資産直入法により処理しております。

(ロ)　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(イ）と同じ方法により行っておりま
す。

⑶　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

⑷　買入金銭債権の評価基準及び評価方法
　売買目的の買入金銭債権（特定取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

⑸　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（借手側のリース資産を除く）

　有形固定資産は、建物及び当行の動産のうちパソコン以外の電子計算機（ＡＴＭ等）については主として定
額法、その他の動産については主として定率法により償却しております。また、主な耐用年数は次のとおりで
あります。

建物　　　３年～50年
その他　　２年～20年

　また、有形リース資産は、リース期間を償却年数とし、リース期間満了時のリース資産の見積処分価額を残
存価額とする定額法により償却しております。
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②　無形固定資産（借手側のリース資産を除く）
　無形固定資産のうち無形資産は、昭和リース株式会社及び新生フィナンシャル株式会社並びにそれらの連結
される子会社及び子法人等に対する支配権獲得時における全面時価評価法の適用により計上されたものであり、
償却方法及び償却期間は次のとおりであります。

（昭和リース株式会社）
償却方法 償却期間

商権価値（顧客関係） 級数法 20年
契約価値（サブリース契約関係） 定額法 契約残存年数による

（新生フィナンシャル株式会社）
償却方法 償却期間

商標価値 定額法 10年
商権価値（顧客関係） 級数法 10年

　また、のれん及び平成22年３月末日以前に発生した負ののれんの償却については、主として20年間で均等
償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に一括償却しております。

　上記以外の無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、
当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しており
ます。

③　リース資産（借手側）
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係る「その他の無形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定
資産に適用する償却方法と同一の方法により償却しております。
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「その他の有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を
耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決
めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

⑹　繰延資産の処理方法
　繰延資産は、次のとおり処理しております。
(イ）社債発行費

　社債発行費はその他資産に計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
　また、社債は償却原価法（定額法）に基づいて算定された価額をもって連結貸借対照表価額としておりま
す。

(ロ）債券発行費用
　債券発行費用は債券繰延資産に計上し、債券の償還期間にわたり定額法により償却しております。
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⑺　貸倒引当金の計上基準
　当行及び国内信託銀行子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上してお
ります。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及
びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに
記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め
られる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、以下の大口債務者に係る債権を除き、
債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能
力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　当行では破綻懸念先、貸出条件緩和債権等を有する債務者及び従来よりキャッシュ・フロー見積法（後述）に
よる引当を行っていた債務者で、今後の債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的
に見積もることができる債務者のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、当該キャッシ
ュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方
法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。また、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もる
ことが困難な債務者のうち与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、個別的に残存期間を算定し、
その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお
ります。
　特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定とし
て計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部門が資産査定を実施し、当該部門から独立した資
産査定管理部門が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　国内信託銀行子会社以外の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実
績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額をそれぞれ計上しております。
　なお、当行及び一部の連結される子会社では破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、
原則として債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額
として債権額から直接減額しており、その金額は109,727百万円であります。

⑻　賞与引当金の計上基準
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計
年度に帰属する額を計上しております。

⑼　役員賞与引当金の計上基準
　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計
年度に帰属する額を計上しております。

⑽　睡眠債券払戻損失引当金の計上基準
　睡眠債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、将
来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認められる額を計上しております。

⑾　利息返還損失引当金の計上基準
　連結される子会社の利息返還損失引当金は、将来の利息返還の請求に伴う損失に備えるため、過去の返還実績
等を勘案した必要額を計上しております。
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⑿　退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る負債は、当連結会計年度末における退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上してお
ります（ただし、年金資産の額が退職給付債務を超える場合は退職給付に係る資産として計上）。
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給
付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであり
ます。

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間（10.00～14.74年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間（7.48～14.74年）による定額法

により按分した額を、主としてそれぞれの発生年度から損益処理
　なお、一部の連結される子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⒀　重要な収益及び費用の計上基準
(イ）信販業務の収益の計上基準

　信販業務の収益の計上は、期日到来基準とし、主として次の方法によっております。
（アドオン方式契約）

総合・個品あっせん　　　　　　　　　　　７・８分法
信用保証（保証料契約時一括受領）　　　　７・８分法
信用保証（保証料分割受領）　　　　　　　定額法

（残債方式契約）
総合・個品あっせん　　　　　　　　　　　残債方式
信用保証（保証料分割受領）　　　　　　　残債方式
（注）計上方法の内容は次のとおりであります。

①　７・８分法とは、手数料総額を分割回数の積数で按分し、各返済期日到来の都度積数按分額を
収益計上する方法であります。

②　残債方式とは、元本残高に対して一定率の料率で手数料を算出し、各返済期日の都度算出額を
収益計上する方法であります。

(ロ）リース業務の収益及び費用の計上基準
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用については、リース期間中の各期に受け取る
リース料を各期においてリース収益として計上し、当該金額からリース期間中の各期に配分された利息相当
額を差し引いた額をリース原価として処理しております。
　なお、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）適用初年度開始前に取引が開始した所有
権移転外ファイナンス・リース取引については、同会計基準適用初年度の前年度末（平成20年３月31日）に
おける固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の同会計基準適用初年度期首
の価額として計上しております。これにより、リース取引を主たる事業とする連結される子会社において、
原則的な処理を行った場合に比べ、税金等調整前当期純利益は122百万円増加しております。

(ハ）消費者金融業務の収益の計上基準
　消費者金融専業の連結される子会社の貸出金に係る未収利息については、利息制限法上限利率又は約定利
率のいずれか低い利率により計上しております。
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⒁　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　当行の外貨建資産及び負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す持分法非適用の非連結の子会社・子法
人等株式及び関連法人等株式を除き、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算し
ております。

⒂　重要なヘッジ会計の方法
(イ）金利リスク・ヘッジ

　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
　「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種
別監査委員会報告第24号　平成14年２月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定
する繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象と
なる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評
価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利
変動要素の相関関係の検証により有効性を評価しております。
　一部の連結される子会社及び子法人等のヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理に
よっております。

(ロ）為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は時
価ヘッジによっております。
　「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業
種別監査委員会報告第25号　平成14年７月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規
定する繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺す
る目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債
権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性
を評価しております。
　また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建
有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在してい
ること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。

(ハ）連結会社間取引等
　デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘ
ッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第
24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に
準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は
消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。

⒃　消費税等の会計処理
　当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によってお
ります。

⒄　連結納税制度の適用
　当行及び一部の国内の連結される子会社は、連結納税制度を適用しております。
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会計方針の変更
（「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用）
　一部の連結される子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実
務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に
取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
　この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）
（「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当連結
会計年度から適用しております。

（株式併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更）
　当行は、平成29年３月22日開催の取締役会において、平成29年６月21日開催予定の第17期定時株主総会に、株式
併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更について付議することを決議いたしました。

１．株式併合
⑴　株式併合の目的

　東京証券取引所を始めとする全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、平成30年10
月までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
　当行は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当行株式の売買単位である単元株式数を
1,000株から100株に変更することとし、あわせて、当行株式について、証券取引所が望ましいとしている投資
単位の水準（５万円以上50万円未満）とすることを目的として、株式併合（10株を１株に併合）を実施いたしま
す。

⑵　株式併合の内容
①　併合する株式の種類

　普通株式
②　併合の方法・比率

　平成29年10月１日をもって、平成29年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有する株式10株に
つき１株の割合で併合いたします。

③　株式併合により減少する株式数
株式併合前の発行済株式総数（平成29年３月31日現在） 2,750,346,891株

株式併合により減少する株式数 2,475,312,202株

株式併合後の発行済株式総数 275,034,689株
（注）「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数

及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
⑶　１株未満の端数が生じる場合の処理

　株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分
代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

⑷　効力発生日における発行可能株式総数
　本株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、平成29年10月１日を
もって、株式併合の割合（10分の１）に応じて発行可能株式総数を減少いたします。
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変更前の発行可能株式総数 40億株

変更後の発行可能株式総数（平成29年10月１日付） 4億株
⑸　株式併合の条件

　平成29年６月21日開催予定の第17期定時株主総会において、本株式併合に関する議案及び下記「３．定款の
一部変更」に関する議案が承認可決されることを条件といたします。
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２．単元株式数の変更
⑴　単元株式数の変更の理由

　上記「１．⑴　株式併合の目的」に記載した全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」に対
応するために実施するものです。

⑵　単元株式数の変更の内容
　当行普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

⑶　変更日
　平成29年10月１日

⑷　単元株式数の変更の条件
　平成29年６月21日開催予定の第17期定時株主総会において、上記「１．株式併合」に関する議案及び下記「３．
定款の一部変更」に関する議案が承認可決されることを条件といたします。

３．定款の一部変更
⑴　定款の一部変更の目的

　当行の発行可能株式総数を40億株から４億株に変更するとともに、当行の単元株式数を1,000株から100株に
変更いたします。なお、本変更につきましては、株式併合の効力発生日である平成29年10月１日をもって効力を
生じる旨の附則を設け、当該効力発生日の翌日をもって本附則を削除いたします。

⑵　定款の一部変更の条件
　平成29年６月21日開催予定の第17期定時株主総会において、上記「１．株式併合」に関する議案及び本定款
の一部変更に関する議案が承認可決されることを条件といたします。

４．株式併合及び単元株式数の変更の日程
取締役会決議日 平成29年３月22日

定時株主総会決議日 平成29年６月21日（予定）

株式併合の効力発生日 平成29年10月１日（予定）

単元株式数の変更の効力発生日 平成29年10月１日（予定）

発行可能株式総数変更の効力発生日 平成29年10月１日（予定）

５．１株当たり情報に及ぼす影響
　当該株式併合が当連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の、当連結会計年度における１株当たり情報は
以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 3,163円89銭
１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 194円65銭
潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 194円64銭
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注記事項
（連結貸借対照表関係）

１．関係会社の株式又は出資金の総額（連結される子会社及び子法人等の株式及び出資金を除く）は次のとおりで
あります。

連結貸借対照表計上額（百万円）

株式 49,971

出資金 2,788
　　（注）株式のうち、共同支配企業に対する投資は427百万円であります。
２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券、現先取引並びに現金担保付債券貸借

取引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として受け入れている有価証券のうち、売却
又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、当連結会計年度末に当該処分をせずに
所有しているものは6,667百万円であります。

３．貸出金のうち、破綻先債権額は4,618百万円、延滞債権額は33,358百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は
利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除
く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１
項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること
を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
　「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、破綻先債権額は113百万円、延滞債権額は9,306百万円であり
ます。

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は1,728百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
　「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、３カ月以上延滞債権額は423百万円であります。

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は32,023百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払
猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及
び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
　「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、貸出条件緩和債権額は184百万円であります。

６．貸出金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は71,728
百万円であります。
　「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条
件緩和債権額の合計額は10,028百万円であります。
　なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会業種別監査委員会報告第24号　平成14年２月13日）に基づき金融取引として処理しております。これによ
り受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で
自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は3,265百万円であります。

８．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士
協会会計制度委員会報告第３号　平成26年11月28日）に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した
貸出金元本の当連結会計年度末残高の総額は、8,359百万円であります。また、原債務者に対する貸出金として
会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は、5,927百万円であります。
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９．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

現金預け金 10百万円
特定取引資産 730百万円
金銭の信託 508百万円
有価証券 563,096百万円
貸出金 87,524百万円
リース債権及びリース投資資産 23,515百万円
その他資産 57,190百万円
有形リース資産 6,815百万円

担保資産に対応する債務
預金 1,071百万円
売現先勘定 36,467百万円
債券貸借取引受入担保金 267,414百万円
借用金 328,769百万円
社債 2,000百万円
その他負債 15百万円
支払承諾 954百万円

　上記のほか、為替決済、スワップ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、現金預け金60百万
円及び有価証券47,770百万円を差し入れております。
　また、「その他資産」には、先物取引差入証拠金3,832百万円、保証金11,332百万円、金融商品等差入担保金
48,856百万円、外国為替差入証拠金92百万円及び全銀ネット差入担保金11,994百万円が含まれております。

10．連結した特別目的会社のノンリコース債務は次のとおりであります。
ノンリコース債務

借用金 49,876百万円
社債 2,000百万円

当該ノンリコース債務に対応する資産
有価証券 66,983百万円
その他資産 6,987百万円

　なお、上記には、９．「担保に供している資産」に記載の金額の一部が含まれております。
11．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は、3,537,749百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のも
の又は任意の時期に無条件で取消可能なものが3,255,887百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし
も当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結さ
れる子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項
が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後
も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の
措置等を講じております。

12．その他資産には、割賦売掛金541,401百万円が含まれております。
13．有形固定資産の減価償却累計額 60,703百万円
14．有形固定資産の圧縮記帳額 30百万円
15．「有形リース資産」及び「無形リース資産」は、貸手側のオペレーティング・リース取引に係るリース資産で

あります。
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16．ソフトウエアには、ソフトウエア仮勘定18,365百万円が含まれております。
17．のれん及び負ののれんは相殺して無形固定資産の「のれん」として表示しております。

相殺前の金額は、次のとおりであります。
のれん 18,492百万円
負ののれん 3,808百万円
差引額 14,683百万円

18．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金12,400百万円が
含まれております。

19．社債には、劣後特約付社債31,400百万円が含まれております。
20．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保

証債務の額は1,000百万円であります。
21．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額は73百万円であります。

（連結損益計算書関係）
１．「その他業務収益」には、リース収入81,188百万円を含んでおります。

 

２．「その他の経常収益」には、株式等売却益5,869百万円、金銭の信託運用益3,933百万円、睡眠債券の収益計上
額2,852百万円及び持分法による投資利益2,821百万円を含んでおります。

３．「その他業務費用」には、リース原価73,372百万円を含んでおります。
４．「その他の営業経費」には、人件費56,628百万円を含んでおります。

 

５．「その他の経常費用」には、利息返還損失引当金繰入額5,190百万円、睡眠債券払戻損失引当金繰入額1,083百
万円及び株式等売却損1,082百万円を含んでおります。

６．「その他の特別利益」には、貸出金譲受益4,236百万円及び子会社清算益1,210百万円を含んでおります。
７．「その他の特別損失」には、関連会社清算損528百万円及び子会社株式売却損154百万円を含んでおります。
８．「減損損失」には、当行グループの以下の資産に係る減損損失を含んでおります。
場 所 用 途 種 類 金 額 （ 百 万 円 ）
東京都・大阪府・岡山県等 支店店舗及びATM等 土地建物及びその他の有形固定資産 193
東京都・大阪府・岡山県等 システム関連資産 その他の有形固定資産及びソフトウェア 242

計 435
　当行グループは管理会計上の区分を考慮して資産グループを決定しております。
　事業環境等を勘案し、個人業務において廃止を決定した店舗、ATM、並びに利用及び開発を中止したソフトウ
ェア等のシステム関連の資産については遊休資産とみなし、回収可能価額を零として帳簿価額全額を減損してお
ります。また、個人業務及び金融市場業務に属する一部の連結される子会社において売却予定資産及び投資の回
収が見込まれない固定資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
　なお、回収可能価額は主として正味売却価額により算出しております。正味売却価額は、売却予定額等に基づ
き算出しております。
　上記の減損損失のうち、土地に関するものは18百万円、建物に関するものは142百万円、その他の有形固定資
産に関するものは50百万円、ソフトウェアに関するものは224百万円であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数 摘 要

発 行 済 株 式
普 通 株 式 2,750,346 － － 2,750,346

合 計 2,750,346 － － 2,750,346
自 己 株 式

普 通 株 式 96,429 75,564 10,037 161,955 （注）
合 計 96,429 75,564 10,037 161,955

（注）自己株式の増加は、市場買付けによる自己株式の取得によるものであります。
自己株式の減少は、株式交換に伴う自己株式の割当交付によるものであります。

２．新株予約権に関する事項
　新株予約権は、当行及び一部の連結される子法人等のストック・オプションとしての新株予約権であります。

３．配当に関する事項
⑴　当連結会計年度中の配当金支払額

（ 決 議 ） 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 １株当たり配当額 基 準 日 効 力 発 生 日
平成28年５月11日
取 締 役 会 普 通 株 式 2,653百万円 1.00円 平成28年３月31日 平成28年６月２日

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
（ 決 議 ） 株 式 の 種 類 配当金の総額 配 当 の 原 資 １株当たり配当額 基 準 日 効 力 発 生 日
平成29年５月10日
取 締 役 会 普 通 株 式 2,588百万円 利 益 剰 余 金 1.00円 平成29年３月31日 平成29年６月２日

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
当行グループは、銀行業務を中心に、証券業務、信託業務のほかコンシューマーファイナンス業務及びコマ

ーシャルファイナンス業務など総合的な金融サービスに係る事業を行っております。
これらの事業を行うにあたり、長期的かつ安定的な調達として、リテール顧客の預金による調達に重点をお

くとともに、貸出金その他の資産の流動化等による調達の分散化も図っております。子会社、子法人等及び関
連法人等においては、他の金融機関からの間接金融による調達も行っております。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
①　金融資産

当行グループが保有する金融資産については以下のようなリスクに晒されております。
【貸出金】

主に国内の法人顧客やリテールファイナンス業務における個人顧客に対する営業貸付金であり、顧客の契
約上の債務不履行によって損失がもたらされる信用リスク及び金利リスクに晒されております。

平成29年３月31日現在、当行グループの有する貸出金に係る債務者のうち、連結ベースで金融・保険業分
野の占める割合は約12％であります。また、不動産業分野の占める割合は約12％でありますが、そのうち約
４割はノンリコースローンであります。
【有価証券】

主に債券、株式のほか、外国証券、組合等出資金に対する投資であり、金利リスク、為替リスク、債券及
び株式市場の価格変動リスク等による影響を受けるほか、さらに、発行体の信用格付の格下げもしくはデフ
ォルト等による信用リスクに晒されております。
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【買入金銭債権、金銭の信託】
当行のクレジットトレーディングや証券化業務における、住宅ローン、不良債権、売掛債権等の多様な金

融資産に対する投資であり、最終的にはこれを回収、売却もしくは証券化することを目的としております。
これらの金融資産から得られる収益が予想より少ない場合には当行グループの損益及び財政面に悪影響を与
える可能性があります。また、これらの金融資産の市場規模及び価格の変動によって投資活動の結果が大き
く変動するリスクがあります。
【リース債権及びリース投資資産、割賦売掛金】

連結される子会社、子法人等の保有するリース債権及びリース投資資産並びに割賦売掛金は、貸出金と同
様、顧客の債務不履行によってもたらされる信用リスク及び金利リスクに晒されております。

②　金融負債
当行グループの主な金融負債は、主として預金であり、金利リスクのほか、信用力の低下等により、必要

な資金を調達できなくなる、又は、通常より高い資金調達コスト負担を強いられる等の資金流動性リスクに
晒されております。

また、当行では、定期預金を重要な資産負債管理手段として活用することで、資金調達における年限の多
様化、及び再調達期日の分散化に努めております。また、インターバンクの資金調達だけに頼らずに、コア
となるリテール預金や法人預金及び資本によって、資金調達を賄うことを目標としております。

③　デリバティブ取引
当行グループの行っているデリバティブ取引は以下のとおりであり、顧客のニーズに対応した商品提供の

ための対顧客取引及びそのカバー取引、自己勘定による収益極大化を目的とする取引、ALM目的の取引、ヘ
ッジ取引等のために行っております。
（ⅰ）金利関連　　　　　　　　　　　　金利スワップ、金利先物、金利オプション、金利スワップション
（ⅱ）通貨関連　　　　　　　　　　　　通貨スワップ、為替予約、通貨オプション
（ⅲ）株式関連　　　　　　　　　　　　株式指数先物、株式指数オプション、有価証券店頭オプション等
（ⅳ）債券関連　　　　　　　　　　　　債券先物、債券先物オプション
（ⅴ）クレジットデリバティブ関連　　　クレジット・デフォルト・オプション等
デリバティブ取引に係るリスクのうち、特に管理に留意すべきリスクは市場リスク、信用リスク、流動性リ

スクであります。
（ⅰ）市場リスク　　　　　　　　　　　取引対象商品の市場価格の変動と、デリバティブ取引固有のボラ

ティリティー等の変動によって損失を被るリスク
（ⅱ）信用リスク　　　　　　　　　　　取引の相手方が倒産等により当初定めた契約条件の履行が不可能

となった場合に損失を被るリスク
（ⅲ）流動性リスク　　　　　　　　　　所有する金融商品について、ポジションをクローズする場合に追

加的にコストが生じるリスク
また、デリバティブ取引によるリスクの削減効果をより適切に連結計算書類に反映するために、当行グルー

プの資産・負債をヘッジ対象とし、金利スワップ及び通貨スワップ等をヘッジ手段とするヘッジ会計を適用し
ております。ヘッジ会計においては、「金融商品に関する会計基準」等に定められた要件に基づき、ヘッジの
有効性の評価を行っております。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理

当行グループの信用リスク管理では、リスクに対する十分なリターンを確保し、特定の業種又は特定の顧
客グループへの過度の集中を避け、クレジットポートフォリオについて最悪のシナリオに基づく潜在的な損
失を認識しつつ管理することに重点を置いております。

当行法人向け業務の信用リスク管理の具体的な指針につきましては各種社内規程体系に定めており、管理
の体系は個別案件の信用リスク管理とポートフォリオベースの信用リスク管理に大別されます。

個別案件の信用リスク管理については、案件与信額、取引先のグループ企業に対する総与信額及び格付等
に応じて、決裁権限レベルを定めており、営業推進担当と審査担当の権限者による一致によってのみ決裁さ
れ、審査担当に拒否権がある体系となっております。

－ 15 －
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ポートフォリオベースの信用リスク管理では、業種や格付、顧客グループにおいてリスクが分散されるよ
うに、セグメント別のリスクの分散状況及び取引先の格付変動要因をモニタリングするとともに、四半期毎
にリスクポリシー委員会に対して包括的な報告を行っております。

与信案件の信用リスクについては、信用ランク別デフォルト率やデフォルト時損失率、非期待損失率に基
づき、計量化しております。取引相手の信用リスクを削減するために、担保・保証等により保全し、年１回
以上の頻度で評価の見直しを行っております。

また、デリバティブ取引などの市場取引に伴う準与信のリスクについては、公正価値と将来の価値変動の
推定をベースとして管理しており、デリバティブ取引の評価に反映させております。

一方、コンシューマーファイナンス業務の信用リスク管理に関しては、各子会社のリスク管理部門が、信
用コストの悪化傾向を早期に把握し改善するため、初期与信の精度、ポートフォリオの質、債権回収のパフ
ォーマンスに分けて、それぞれの先行指標を毎月モニタリングし、悪化傾向がある場合は、速やかに改善す
るアクションを実施しております。

また、リスク戦略は単に損失を回避するのではなく適切なリスクとリターンのバランスを取るような戦略
を実施しております。

このようなリスク戦略を適切に行うため、当行の個人業務リスク管理部は、月次でリスクパフォーマンス
レビューを開催し、これらの各先行指標などを分析及び評価し、リスク管理に関する方針・戦略について各
子会社のリスク管理責任者へ助言を行っております。

更に、当ビジネスのパフォーマンスについては、四半期毎にリスクポリシー委員会に対して報告を行って
おります。

②　市場リスクの管理
市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債（オ

フ・バランスを含む。）の価値が変動し損失を被るリスクを指し、当行グループでは、資産・負債をトレー
ディング業務及びバンキング業務に分類し、市場取引統轄委員会でトレーディング業務のレビュー及び意思
決定を行っており、ALM委員会で主としてバンキング業務の資産・負債管理に係るレビュー及び意思決定を
行っております。

なお、トレーディング業務については、市場リスクの総量を適切に管理する観点から、トレーディング勘
定での取引に加え、バンキング勘定の「有価証券」及び「デリバティブ取引」のうち、その目的・態様に照
らして、トレーディング勘定と一体でリスクの総量を管理することが望ましい取引も含めて管理を行ってお
ります。

トレーディング業務のバリュー・アット・リスク（「VaR」）などの限度枠は、「トレーディング業務に
おけるリスク管理ポリシー」に基づき経営会議により承認されます。市場取引統轄委員会は月次で実施され、
フロントオフィスや統合リスク管理部からの報告に基づきレビューを行っております。

また、金利感応度を有するバンキング業務の資産・負債の金利リスク管理は、「資産負債総合管理ポリシ
ー」に基づきALM委員会により運営されております。

統合リスク管理部は、トレーディング及びバンキング業務における市場リスクを適切にモニタリング及び
報告する責任を負い、経営層、管理部門及びフロントオフィスに対して、リスク情報の報告に加え、定期的
なリスク分析及び提案を行っております。トレーディング業務の業務執行は、市場金融部および投資業務部
が行い、バンキング業務に起因するバランスシートの運営はトレジャリー部が行っております。

当行グループでは市場リスクを日次で定量化し、市場状況に応じてリスク調整を行うことでリスク管理を
行っております。
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市場リスクに係る定量的情報は次のとおりであります。
（ⅰ）トレーディング業務の市場リスク量

当行グループでは、トレーディング業務における市場リスクの定量分析にVaRを利用しております。
VaRの算定にあたっては、ヒストリカル・シミュレーション法（原則として、保有期間10日、信頼水
準99％、観測期間250営業日）を採用しております。

平成29年３月31日現在で当行グループのトレーディング業務のVaRは、全体として1,835百万円で
あります。

なお、当行グループでは、モデルが算出するVaRと実際の損益を比較するバックテスティングを実
施しております。実施したバックテスティングの結果、使用する計測モデルは十分な精度により市場リ
スクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出
した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する
状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

（ⅱ）バンキング業務の市場リスク量
当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「コ

ールローン及び買入手形」、「買現先勘定」、「債券貸借取引支払保証金」、「買入金銭債権」、「金
銭の信託」、「有価証券」のうちトレーディング業務以外に分類される債券、「貸出金」、「リース債
権及びリース投資資産」、「割賦売掛金」、「預金」、「譲渡性預金」、「債券」、「コールマネー及
び売渡手形」、「売現先勘定」、「債券貸借取引受入担保金」、「借用金」、「短期社債」、「社債」、
「デリバティブ取引」のうちトレーディング業務以外に分類される金利スワップ取引等であります。当
行グループでは、これらの金融資産及び金融負債について、金利の変動幅を100ベーシス・ポイント
（１％）とした場合の経済価値に与える影響額を金利変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用
しております。当該影響額は、対象の金融資産及び金融負債のエクスポージャーを、金利期日に応じて
適切な期間に分解し、上記金利変動幅を用いて算定しております。なお、金利変動リスクをより適切に
把握するため、当該影響額の算定にあたっては、当連結会計年度より、プリペイメントによる非線形リ
スクを反映させております。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であることを仮定し、平成29年３月31日現在、指標となる金
利が100ベーシス・ポイント（１％）上昇したものと想定した場合には、経済価値は51,429百万円減
少し、100ベーシス・ポイント（１％）下落したものと想定した場合には、経済価値は41,131百万円
増加するものと把握しております。当該影響額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としてお
り、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。

③　流動性リスクの管理
資金流動性リスクについては、経営層によるレビュー及び意思決定機関であるALM委員会が、資金ギャッ

プ枠及び最低資金流動性準備額を設定することにより、資金流動性リスクの管理を行っております。また、
「資金流動性リスク管理ポリシー」に基づき、複数の流動性計測を行い、緊急時等において予測される資金
ネット流出額累計値を上回る流動性準備額を確保する態勢としております。

市場流動性リスクについては、市場性商品の属性に鑑み、必要に応じて保有限度枠を設定しモニタリング
を行っております。また、トレーディング勘定においては、市場流動性に係るコストを月次で計測しており、
デリバティブ取引の評価に際しては当該コストを反映させております。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま

す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、
時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。
また、重要性の乏しい科目等は次表には含めておりません。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額（△は損）

⑴　現金預け金 1,398,691 1,398,691 －
⑵　コールローン及び買入手形 4,472 4,472 －
⑶　債券貸借取引支払保証金 1,625 1,625 －
⑷　買入金銭債権

売買目的の買入金銭債権 4,213 4,213 －
その他の買入金銭債権（＊１） 39,731 40,547 815

⑸　特定取引資産
売買目的有価証券 15,479 15,479 －

⑹　金銭の信託（＊１） 240,911 246,403 5,492
⑺　有価証券

売買目的有価証券 0 0 －
満期保有目的の債券 496,268 502,026 5,758
その他有価証券 424,032 424,032 －
関連法人等株式 49,375 33,160 △16,215

⑻　貸出金（＊２） 4,833,452
貸倒引当金 △60,484

4,772,968 4,934,474 161,505
⑼　リース債権及びリース投資資産（＊１） 189,434 187,559 △1,874
⑽　その他資産

割賦売掛金 541,401
割賦利益繰延 △14,205
貸倒引当金 △10,446

516,750 556,047 39,297
資産計 8,153,955 8,348,735 194,779
⑴　預金 5,489,248 5,490,787 △1,538
⑵　譲渡性預金 373,673 373,623 50
⑶　債券 6,561 6,564 △2
⑷　コールマネー及び売渡手形 53,600 53,600 －
⑸　売現先勘定 36,467 36,467 －
⑹　債券貸借取引受入担保金 337,952 337,952 －
⑺　特定取引負債

売付商品債券 1,621 1,621 －
⑻　借用金 789,670 791,278 △1,607
⑼　短期社債 168,000 167,946 53
⑽　社債 112,600 113,252 △652
負債計 7,369,396 7,373,093 △3,696
デリバティブ取引（＊３）

ヘッジ会計が適用されていないもの 20,095 20,095 －
ヘッジ会計が適用されているもの 4,758 4,758 －

デリバティブ取引計 24,853 24,853 －

（単位：百万円）
契約額等 時価

その他
債務保証契約（＊４） 346,675 △122
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（＊１）買入金銭債権、金銭の信託並びにリース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金については、重要性が
乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。

（＊２）貸出金のうち、連結される子会社が保有する消費者金融債権について、将来の利息返還の請求に伴う損失に
備えるため、101,846百万円の利息返還損失引当金を計上しておりますが、当該引当金の一部には、将来貸
出金に充当される可能性のあるものが含まれております。

（＊３）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブによって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては、△で表示しております。

（＊４）債務保証契約の「契約額等」は、「支払承諾」の連結貸借対照表計上額を記載しております。なお、前受保
証料21,889百万円をその他負債として計上しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法
資産
⑴　現金預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。満期のある預け金については、預入期間が短期間（６カ月以内）であるものがほとんどを占め、時価は帳
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

⑵　コールローン及び買入手形、及び⑶　債券貸借取引支払保証金
約定期間が短期間（３カ月以内）であるものがほとんどを占め、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。
⑷　買入金銭債権

買入金銭債権については、取引金融機関から提示された価格又は割引現在価値によって算定した価格によっ
ております。

⑸　特定取引資産
特定取引目的で保有する債券等の有価証券については、市場価格、取引金融機関から提示された価格又は割

引現在価値によって算定した価格によっております。
⑹　金銭の信託

金銭の信託については、信託財産の構成物である資産の内容に応じて、割引現在価値等によって算定した価
格を時価としております。

なお、保有目的毎の金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しております。
⑺　有価証券

株式については取引所の価格によっております。債券及び投資信託については、市場価格、取引金融機関等
から提示された価格又は割引現在価値によって算定した価格によっております。

なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。
⑻　貸出金

貸出金のうち、固定金利によるものについては約定キャッシュ・フローを、変動金利によるものについては
連結決算日時点のフォワードレートに基づいた見積りキャッシュ・フローを、見積期間に対応したリスクフリ
ーレートに内部格付に対応したCDSスプレッド等（担保考慮後）の信用リスクを加味した利率で割り引いて時
価を算定しております。なお、住宅ローンについては、見積期間に対応したリスクフリーレートに同様の新規
貸出を行った場合に想定されるスプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。また、消費
者金融債権については、商品種類や対象顧客に基づく類似のキャッシュ・フローを生み出すと考えられる単位
毎に、期待損失率を反映した見積りキャッシュ・フローを、見積期間に対応したリスクフリーレートに一定の
経費率等を加味した利率で割り引いて時価を算定しております。
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破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、キャッシュ・フロー見積法又は担保及び保
証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表
上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

⑼　リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、リース対象資産の商品分類等に基づく単位毎に、主として約定

キャッシュ・フローを、同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
なお、時価には所有権移転外ファイナンス・リースに係る見積残存価額を含めておりません。

⑽　割賦売掛金
割賦売掛金については、商品種類に基づく単位毎に、主として期限前返済による影響を反映した見積りキャ

ッシュ・フローを、リスクフリーレートに信用リスク及び一定の経費率等を加味した利率で割り引いて時価を
算定しております。

負債
⑴　預金、及び⑵　譲渡性預金

当座預金、普通預金など預入期間の定めがない要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払
額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、その他の預金で預入期間があっても短期間（６カ月以内）
のものは、時価が帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

定期預金及び譲渡性預金については、満期までの約定キャッシュ・フローを、見積期間に対応したリスクフ
リーレートに同様の預金を新規に受け入れた場合に想定されるスプレッドを加味した利率で割り引いて時価を
算定しております。

⑶　債券、及び⑽　社債
公募債で市場価格の存在するものについては、当該市場価格を時価としております。
市場価格のないMTNプログラムによる社債又は債券については、見積りキャッシュ・フローを直近３カ月

の法人預金等による実績調達金利の平均値に基づいた利率によって、また個人向け金融債については、直近月
の大口定期預金の調達実績利率によって割り引いて時価を算定しております。

期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後債については、期限前償還の可能性を考慮
した見積りキャッシュ・フローを、見積期間に対応したリスクフリーレートに当行のCDSスプレッドを加味し
た利率によって割り引いて時価を算定しております。

⑷　コールマネー及び売渡手形、⑸　売現先勘定及び⑹　債券貸借取引受入担保金
約定期間が短期間（３カ月以内）であるものがほとんどを占め、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。
⑺　特定取引負債

特定取引目的の売付商品債券については、市場価格によっております。
⑻　借用金

借用金のうち、固定金利によるものについては、約定キャッシュ・フロー（金利スワップの特例処理の対象
とされた借用金については、その金利スワップのレートを反映したキャッシュ・フロー）を、変動金利による
ものについては、連結決算日時点のフォワードレートに基づいた見積りキャッシュ・フローを、当行並びに連
結される子会社及び子法人等の信用リスクを反映した調達金利により割り引いて時価を算定しております。

期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後借入金については、期限前償還の可能性を
考慮した見積りキャッシュ・フローを、見積期間に対応したリスクフリーレートに当行のCDSスプレッドを加
味した利率によって割り引いて時価を算定しております。

⑼　短期社債
約定期間が短期間（６カ月以内）のものについては、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引については、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価
額によっております。
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その他
債務保証契約
　契約上の保証料の将来キャッシュ・フローと同様の新規契約を実行した場合に想定される保証料の将来キャッ
シュ・フローとの差額を割り引いて算定した現在価値を時価としております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融
商品の時価情報の「資産⑺　有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区分 連結貸借対照表計上額

①　非上場株式（＊１）（＊２） 9,641
②　組合出資金等（＊１）（＊２） 35,316

合計 44,958
（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示

の対象とはしておりません。また、組合出資金等のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが
極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）当連結会計年度において、非上場株式について102百万円、組合出資金等について67百万円の減損処理を行
っております。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内 ５年超

預け金 1,393,162 － － －
コールローン及び買入手形 4,472 － － －
債券貸借取引支払保証金 1,625 － － －
買入金銭債権

その他の買入金銭債権 14,384 － 2,000 23,632
有価証券

満期保有目的の債券 10,000 240,397 231,883 5,597
うち国債 10,000 240,000 230,000 5,000

その他 － 397 1,883 597
その他有価証券のうち満期があるもの 36,416 46,396 117,872 184,455

うち国債 － － 1,000 1,000
社債 3,081 15,254 58,152 42,040
その他 33,334 31,142 58,719 141,415

貸出金 1,128,437 1,308,702 1,009,036 1,353,861
リース債権及びリース投資資産 58,109 77,332 34,887 21,157
割賦売掛金 169,746 175,977 64,790 110,154

合計 2,816,355 1,848,807 1,460,470 1,698,859
（注）破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの、及び期間の定めのないも

のは上記に含めておりません。

－ 21 －

（金融商品関係）



2017/05/16 2:03:41 / 16267179_株式会社新生銀行_招集通知（Ｆ）

（注４）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内 ５年超

預金（＊） 4,699,204 620,369 105,772 63,901
譲渡性預金 373,673 － － －
債券 6,107 454 － －
コールマネー及び売渡手形 53,600 － － －
売現先勘定 36,467 － － －
債券貸借取引受入担保金 337,952 － － －
借用金 431,686 169,556 86,379 102,048
短期社債 168,000 － － －
社債 21,000 35,000 25,000 31,600

合計 6,127,691 825,380 217,152 197,550
（＊）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

（有価証券関係）
　連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及びその他の特定取引資産並びに「買
入金銭債権」中の有価証券として会計処理している信託受益権が含まれております。

１．売買目的有価証券（平成29年３月31日現在）
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

（百万円）
売 買 目 的 有 価 証 券 △21
売 買 目 的 の 買 入 金 銭 債 権 △1,110

２．満期保有目的の債券（平成29年３月31日現在）
種 類 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

（百万円）
時 価

（百万円）
差 額

（百万円）

時価が連結貸借対照表計上
額を超えるもの

国債 493,562 499,156 5,593
その他 2,706 2,870 164

小計 496,268 502,026 5,758

時価が連結貸借対照表計上
額を超えないもの

国債 － － －
その他 － － －

小計 － － －
合計 496,268 502,026 5,758

－ 22 －
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３．その他有価証券（平成29年３月31日現在）
種 類 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

（百万円）
取 得 原 価

（百万円）
差 額

（百万円）

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

株式 26,630 11,844 14,785
債券 33,928 33,579 348

国債 2,055 2,036 18
地方債 － － －
社債 31,873 31,543 330

その他 144,158 141,417 2,740
小計 204,716 186,841 17,875

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

株式 815 1,071 △255
債券 85,996 87,019 △1,023

国債 － － －
地方債 － － －
社債 85,996 87,019 △1,023

その他 137,633 139,985 △2,351
小計 224,445 228,076 △3,631

合計 429,162 414,918 14,244
（注）連結貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次のとおりであります。

金額（百万円）
評価差額

その他有価証券 14,244
時価を把握することが極めて困難な有価証券に区分している
投資事業有限責任組合等の構成資産であるその他有価証券等 1,246

流動性が乏しいことにより過年度に「その他有価証券」から
「満期保有目的の債券」へ保有目的を変更した有価証券 △172

その他の金銭の信託 △659
（△）繰延税金負債 3,110
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） 11,548
（△）非支配株主持分相当額 20
（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額
金のうち親会社持分相当額 △1,227
その他有価証券評価差額金 10,299

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
売 却 額

（百万円）
売 却 益 の 合 計 額

（百万円）
売 却 損 の 合 計 額

（百万円）
株 式 4,499 2,713 6
債 券 1,082,036 11,402 2,856

国 債 1,007,195 6,412 2,808
地 方 債 24,055 9 19
社 債 50,785 4,979 28

そ の 他 658,637 6,343 3,677
合計 1,745,173 20,460 6,540

－ 23 －
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５．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の
時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがない
ものとみなして、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とし、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以
下、「減損処理」という。）しております。
　当連結会計年度における減損処理額は27百万円（株式27百万円）であります。
　時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準における有価証券発行会社の区分毎
に次のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先　　　　時価が取得原価に比べて下落
要注意先　　　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて30％以上下落
正常先　　　　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて50％以上下落

なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先
と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大き
いと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻
先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（平成29年３月31日現在）

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
（百万円）

当 連 結 会 計 年 度 の 損 益 に 含 ま れ た 評 価 差 額
（百万円）

運 用 目 的 の 金 銭 の 信 託 21,797 △58

２．満期保有目的の金銭の信託（平成29年３月31日現在）
　該当ありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成29年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

取 得 原 価
（百万円）

差 額
（百万円）

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価 を 超 え る も の

（百万円）

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの

（百万円）
その他の金銭の信託 219,883 220,543 △659 47 △706

（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも
の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

（企業結合等関係）
　共通支配下の取引等
（子会社株式の追加取得及び株式交換による完全子会社化）
（１）取引の概要

①　結合当事企業の名称及び事業の内容
結合当事企業の名称　 昭和リース株式会社（以下、「昭和リース」という。）
事業の内容 　　　　　リース業

②　企業結合日及び企業結合の法的形式
平成28年６月30日：現金を対価とする非支配株主からの株式取得
平成28年12月１日：当行を株式交換完全親会社、昭和リースを株式交換完全子会社とする株式交換
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③　結合後企業の名称
　変更はありません。

④　その他取引の概要に関する事項
当行第三次中期経営計画の施策の一環として実施されるもので、昭和リースを当行の完全子会社とすること

で、グループ経営の意思決定をより迅速かつ機動的に行う体制を整え、当行の「中長期ビジョン」や第三次中期
経営計画にて掲げるグループ融合を迅速に進めることにより、革新的金融イノベーターを目指して新生銀行グル
ープの企業価値の最大化を図ることを目的としております。

（２）実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ

き、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として会計処理しております。

（３）追加取得した子会社株式の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
現金 1,321百万円

当行普通株式 1,856百万円

取得原価 3,178百万円

（４）株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数
①　株式の種類別の交換比率

昭和リース普通株式１株に対して、当行普通株式2.17株を割当交付しております。
②　株式交換比率の算定方法

株式交換に用いられる株式交換比率の算定にあたり、株式交換の株式交換比率の公正性及び妥当性を確保する
ため、当行及び昭和リースから独立した第三者算定機関である株式会社KPMG FASに算定を依頼いたしました。

株式会社KPMG FASは、当行普通株式については株式市価法、昭和リース普通株式については、株価倍率法
及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法を採用して分析し、その算定結果を参考に株式交換比率を検討
した結果、当行と昭和リースは上記①に記載の株式交換比率は妥当であり、それぞれの株主の利益を損ねるもの
ではないと判断し、平成28年９月21日に開催された両社の取締役会にて本株式交換比率を決定し、合意いたし
ました。

③　交付した株式数
10,037,782株

（５）非支配株主との取引に係る当行の持分変動に関する事項
　①　資本剰余金の主な変動要因
　　　子会社株式の追加取得

－ 25 －
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　②　非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
　　　955百万円

（１株当たり情報）
１株当たり純資産額 316円38銭
１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 19円46銭
潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 19円46銭
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（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名

その他の営業経費　　　　　71百万円
２．権利不行使による失効に伴い、当連結会計年度において利益として計上した金額

該当ありません。
３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

⑴　当行
①　ストック・オプションの内容

　当連結会計年度において存在したストック・オプション
第17回新株予約権 第18回新株予約権

付 与 対 象 者 の 区 分 及 び 人 数
当行取締役12名
当行執行役13名
当行従業員110名

当行執行役３名
当行従業員23名

株式の種類別のストック・オプションの数
（注）１

普通株式
1,691,000株

普通株式
1,615,000株

普通株式
747,000株

普通株式
733,000株

付 与 日 平成19年５月25日 平成19年５月25日
権 利 確 定 条 件 （注）２ （注）２

対 象 勤 務 期 間 平成19年 5 月25日から
平成21年 6 月 1 日まで

平成19年 5 月25日から
平成23年 6 月 1 日まで

平成19年 5 月25日から
平成21年 6 月 1 日まで

平成19年 5 月25日から
平成23年 6 月 1 日まで

権 利 行 使 期 間 平成21年 6 月 1 日から
平成29年 5 月 8 日まで

平成23年 6 月 1 日から
平成29年 5 月 8 日まで

平成21年 6 月 1 日から
平成29年 5 月 8 日まで

平成23年 6 月 1 日から
平成29年 5 月 8 日まで

第19回新株予約権 第20回新株予約権

付 与 対 象 者 の 区 分 及 び 人 数 子会社役職員32名
当行取締役12名
当行執行役８名

当行従業員104名
株式の種類別のストック・オプションの数

（注）１
普通株式
86,000株

普通株式
54,000株

普通株式
1,445,000株

普通株式
1,385,000株

付 与 日 平成19年７月２日 平成20年５月30日
権 利 確 定 条 件 （注）２ （注）２

対 象 勤 務 期 間 平成19年 7 月 2 日から
平成21年 7 月 1 日まで

平成19年 7 月 2 日から
平成23年 7 月 1 日まで

平成20年 5 月30日から
平成22年 6 月 1 日まで

平成20年 5 月30日から
平成24年 6 月 1 日まで

権 利 行 使 期 間 平成21年 7 月 1 日から
平成29年 6 月19日まで

平成23年 7 月 1 日から
平成29年 6 月19日まで

平成22年 6 月 1 日から
平成30年 5 月13日まで

平成24年 6 月 1 日から
平成30年 5 月13日まで

第21回新株予約権 第22回新株予約権
付 与 対 象 者 の 区 分 及 び 人 数 当行執行役１名

当行従業員29名 子会社役職員43名

株式の種類別のストック・オプションの数
（注）１

普通株式
1,049,000株

普通株式
1,032,000株

普通株式
121,000株

普通株式
82,000株

付 与 日 平成20年５月30日 平成20年７月10日
権 利 確 定 条 件 （注）２ （注）２

対 象 勤 務 期 間 平成20年 5 月30日から
平成22年 6 月 1 日まで

平成20年 5 月30日から
平成24年 6 月 1 日まで

平成20年 7 月10日から
平成22年 7 月 1 日まで

平成20年 7 月10日から
平成24年 7 月 1 日まで

権 利 行 使 期 間 平成22年 6 月 1 日から
平成30年 5 月13日まで

平成24年 6 月 1 日から
平成30年 5 月13日まで

平成22年 7 月 1 日から
平成30年 6 月24日まで

平成24年 7 月 1 日から
平成30年 6 月24日まで

－ 27 －
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第23回新株予約権 第１回新株予約権（株式報酬型）
付 与 対 象 者 の 区 分 及 び 人 数 子会社役職員17名 当行取締役2名
株式の種類別のストック・オプションの数

（注）１
普通株式
54,000株

普通株式
43,000株

普通株式
134,300株

付 与 日 平成20年12月１日 平成28年５月26日
権 利 確 定 条 件 （注）２ 権利確定条件の定めはありません

対 象 勤 務 期 間 平成20年12月 1 日から
平成22年12月 1 日まで

平成20年12月 1 日から
平成24年12月 1 日まで 対象勤務期間の定めはありません

権 利 行 使 期 間 平成22年12月 1 日から
平成30年11月11日まで

平成24年12月 1 日から
平成30年11月11日まで

平成28年 5 月27日から
平成58年 5 月26日まで

（注）１．株式数に換算して記載しております。
２．原則として、対象勤務期間を通じて継続して勤務することにより権利が確定します。但し、「新株予約権

付与契約」に定められた一定の事由が生じた場合には、権利が確定または失効する場合があります。

②　ストック・オプションの規模及びその変動状況
　　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい
ては株式数に換算して記載しております。
(イ）ストック・オプションの数

第17回 第18回 第19回 第20回
権 　  利 　  確 　  定 　  前 （ 株 ）

前 連 結 会 計 年 度 末 － － － －
付 与 － － － －
失 効 － － － －
権 利 確 定 － － － －
未 確 定 残 － － － －

権 　  利 　  確 　  定 　  後 （ 株 ）
前 連 結 会 計 年 度 末 1,224,000 799,000 140,000 1,139,000
権 利 確 定 － － － －
権 利 行 使 － － － －
失 効 － － － －
未 行 使 残 1,224,000 799,000 140,000 1,139,000

第21回 第22回 第23回 第１回株式報酬型
権 　  利 　  確 　  定 　  前 （ 株 ）

前 連 結 会 計 年 度 末 － － － －
付 与 － － － 134,300
失 効 － － － －
権 利 確 定 － － － 134,300
未 確 定 残 － － － －

権 　  利 　  確 　  定 　  後 （ 株 ）
前 連 結 会 計 年 度 末 42,000 178,000 54,000 －
権 利 確 定 － － － 134,300
権 利 行 使 － － － －
失 効 － － － －
未 行 使 残 42,000 178,000 54,000 134,300
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(ロ）単価情報
第17回 第18回

権 利 行 使 期 間 平成21年 6 月 1 日から
平成29年 5 月 8 日まで

平成23年 6 月 1 日から
平成29年 5 月 8 日まで

平成21年 6 月 1 日から
平成29年 5 月 8 日まで

平成23年 6 月 1 日から
平成29年 5 月 8 日まで

権 利 行 使 価 格（円） 555 555
権 利 行 使 時 平 均 株 価（円） － －
付与日における公正な評価単価（円） 131 143 131 143

第19回 第20回
権 利 行 使 期 間 平成21年 7 月 1 日から

平成29年 6 月19日まで
平成23年 7 月 1 日から
平成29年 6 月19日まで

平成22年 6 月 1 日から
平成30年 5 月13日まで

平成24年 6 月 1 日から
平成30年 5 月13日まで

権 利 行 使 価 格（円） 527 416
権 利 行 使 時 平 均 株 価（円） － －
付与日における公正な評価単価（円） 121 132 158 169

第21回 第22回
権 利 行 使 期 間 平成22年 6 月 1 日から

平成30年 5 月13日まで
平成24年 6 月 1 日から
平成30年 5 月13日まで

平成22年 7 月 1 日から
平成30年 6 月24日まで

平成24年 7 月 1 日から
平成30年 6 月24日まで

権 利 行 使 価 格（円） 416 407
権 利 行 使 時 平 均 株 価（円） － －
付与日における公正な評価単価（円） 158 169 127 137

第23回 第１回株式報酬型
権 利 行 使 期 間 平成22年12月 1 日から

平成30年11月11日まで
平成24年12月 1 日から
平成30年11月11日まで

平成28年 ５ 月27日から
平成58年 ５ 月26日まで

権 利 行 使 価 格（円） 221 1
権 利 行 使 時 平 均 株 価（円） － －
付与日における公正な評価単価（円） 53 57 162

－ 29 －
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⑵　連結される子法人等であるOJBC Co. Ltd
①　ストック・オプションの内容

　当連結会計年度において存在したストック・オプション
第１回新株予約権 第２回新株予約権

付 与 対 象 者 の 区 分 及 び 人 数
Nippon Wealth Limited

取締役　３名
従業員　５名

Nippon Wealth Limited
従業員　1名

株式の種類別のストック・オプションの数
（注）１

B種優先株式
2,114,680株

B種優先株式
72,920株

付 与 日 平成27年４月28日 平成28年５月25日
権 利 確 定 条 件 （注）２ （注）２

対 象 勤 務 期 間 平成27年 4 月28日から
平成29年 4 月28日まで

平成28年 5 月25日から
平成30年 5 月25日まで

権 利 行 使 期 間 平成29年 4 月28日から
平成37年 4 月28日まで

平成30年 5 月25日から
平成38年 5 月25日まで

（注）１．株式数に換算して記載しております。
２．原則として、対象勤務期間及び権利行使の時点までの間を通じて継続して勤務することにより権利が確定

します。但し、「株主間協定」に定められた一定の事由が生じた場合には、権利が確定または失効する場合
があります。

②　ストック・オプションの規模及びその変動状況
　　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい
ては株式数に換算して記載しております。
(イ）ストック・オプションの数

第１回 第２回
権 　  利 　  確 　  定 　  前 （ 株 ）

前 連 結 会 計 年 度 末 2,114,680 －
付 与 － 72,920
失 効 72,920 －
権 利 確 定 － －
未 確 定 残 2,041,760 72,920

権 　  利 　  確 　  定 　  後 （ 株 ）
前 連 結 会 計 年 度 末 － －
権 利 確 定 － －
権 利 行 使 － －
失 効 － －
未 行 使 残 － －

(ロ）単価情報
第１回 第２回

権 利 行 使 期 間 平成29年 4 月28日から
平成37年 4 月28日まで

平成30年 5 月25日から
平成38年 5 月25日まで

権 利 行 使 価 格（米ドル） 1.10 1.10
権 利 行 使 時 平 均 株 価（米ドル） － －
付与日における公正な評価単価（米ドル） 0.26 0.15

－ 30 －
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４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
　当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとお
りであります。
⑴　当行
(イ）使用した評価技法　　ブラック・ショールズ式
(ロ）主な基礎数値及び見積方法

第１回株式報酬型
権 利 行 使 期 間 平成28年 5 月27日から平成58年 5 月26日まで
株 価 変 動 性（注）１ 47.043％
予 想 残 存 期 間（注）２ 8.3年
予 想 配 当（注）３ 1円／株
無 リ ス ク 利 子 率（注）４ △0.174％

（注）１．予想残存期間に対応する期間（平成20年２月７日から平成28年５月26日）の株価実績に基づき算定して
おります。

２．十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積りが困難であるため、当行における過去10年間の取締役及び執
行役の退任状況に基づき見積もっております。

３．平成27年３月期の期末配当実績（１円／株）及び平成28年３月期の中間配当実績（０円／株）の合計額
（１円／株）によっております。

４．予想残存期間に近似する期間に対応する国債の利回りであります。

⑵　連結される子法人等であるOJBC Co. Ltd
(イ）使用した評価技法　　二項格子モデル
(ロ）主な基礎数値及び見積方法

第２回新株予約権
権 利 行 使 期 間 平成30年 5 月25日から平成38年 5 月25日まで
株 価 変 動 性（注）１ 45.00％
予 想 残 存 期 間（注）２ 10.0年
予 想 配 当（注）３ －
無 リ ス ク 利 子 率（注）４ 1.87％

（注）１．権利行使期間の満期までの期間（10年）に応じた類似業種の株価実績に基づき算定しております。
２．付与日から権利行使期間の満期までの期間を用いております。
３．直近の配当実績に基づき０％としております。
４．予想残存期間に対応する期間の米国債の利回りであります。

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
　将来の失効数の合理的見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

－ 31 －
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個別注記表
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
　金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して
利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借
対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特
定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
　特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・
先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。
　また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等
については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事
業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
　なお、特定取引資産及び特定取引負債に含まれる派生商品のみなし決済額の見積りに当たり、流動性リスク及
び信用リスクを加味した評価を行っております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法
⑴　　有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引を除く）については時価法（売却原価は移動平均法により

算定）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及び
関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格
等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められ
るものについては移動平均法による原価法により行っております。また、匿名組合等への出資金については、
組合等の直近の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純
資産直入法により処理しております。

⑵　　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記⑴　と同じ方法により行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

４．買入金銭債権の評価基準及び評価方法
　売買目的の買入金銭債権（特定取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

５．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産

　有形固定資産は、建物及び動産のうちパソコン以外の電子計算機（ＡＴＭ等）については定額法、その他の
動産については定率法により償却しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建　物　　　８年～20年
その他　　　２年～20年

－ 32 －
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⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。主な資産毎の償却期間は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア　　　　　　　５年（行内における利用可能期間）
のれん　　　　　　　　　　　　　　　10年
その他の無形固定資産（商標価値）　　７年

⑶　リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係る「無形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資産に適
用する償却方法と同一の方法により償却しております。

６．繰延資産の処理方法
　繰延資産は、次のとおり処理しております。

⑴　社債発行費
　社債発行費はその他資産に計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
　また、社債は償却原価法（定額法）に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としております。

⑵　債券発行費用
　債券発行費用は債券繰延資産に計上し、債券の償還期間にわたり定額法により償却しております。

７．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権
及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書
きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大き
いと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、以下の大口債務者に係る債
権を除き、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債
務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　破綻懸念先、貸出条件緩和債権等を有する債務者及び従来よりキャッシュ・フロー見積法（後述）による引
当を行っていた債務者で、今後の債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見
積もることができる債務者のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、当該キャッシュ・
フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法
（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。また、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もる
ことが困難な債務者のうち与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、個別的に残存期間を算定
し、その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上して
おります。
　特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定と
して計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部門が資産査定を実施し、当該部門から独立した
資産査定管理部門が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、原則として債権額から担保の評価額
及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は33,914百万円であります。

－ 33 －
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⑵　賞与引当金
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年
度に帰属する額を計上しております。

⑶　退職給付引当金
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年
度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理
計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間（14.74年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間（7.48～14.74年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれの発生年度から損益処理
⑷　睡眠債券払戻損失引当金

　睡眠債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、
将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認められる額を計上しております。

８．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産及び負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式及び関連法人等株式を
除き、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

９．ヘッジ会計の方法
⑴　金利リスク・ヘッジ

　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
　「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別
監査委員会報告第24号　平成14年２月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する
繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預
金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価してお
ります。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の
相関関係の検証により有効性を評価しております。

⑵　為替変動リスク・ヘッジ
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は時価ヘッジ
によっております。
　「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種
別監査委員会報告第25号　平成14年７月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定す
る繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的
で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等
に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して
おります。
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　また、外貨建子会社・子法人等株式及び関連法人等株式並びに外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変
動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券に
ついて外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び
時価ヘッジを適用しております。

⑶　内部取引等
　デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指
定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に
基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行って
いるため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は
繰延処理を行っております。

10．退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類における
これらの会計処理の方法と異なっております。

11．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

12．連結納税制度の適用
　当行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。

（表示方法の変更）
　前事業年度において、「その他資産」の「その他の資産」に含めていた「未収金」は、金額的重要性が増したため、
当事業年度より独立掲記することといたしました。なお、前事業年度の「未収金」は、11,167百万円であります。

（追加情報）
（「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準第26号　平成28年３月28日）を当事業年度から
適用しております。

（株式併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更）
　当行は、平成29年３月22日開催の取締役会において、平成29年６月21日開催予定の第17期定時株主総会に、株式
併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更について付議することを決議いたしました。

１．株式併合
⑴　株式併合の目的

　東京証券取引所を始めとする全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、平成30年10
月までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
　当行は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当行株式の売買単位である単元株式数を
1,000株から100株に変更することとし、あわせて、当行株式について、証券取引所が望ましいとしている投資
単位の水準（５万円以上50万円未満）とすることを目的として、株式併合（10株を１株に併合）を実施いたしま
す。
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⑵　株式併合の内容
①　併合する株式の種類

　普通株式
②　併合の方法・比率

　平成29年10月１日をもって、平成29年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有する株式10株に
つき１株の割合で併合いたします。

③　株式併合により減少する株式数
株式併合前の発行済株式総数（平成29年３月31日現在） 2,750,346,891株

株式併合により減少する株式数 2,475,312,202株

株式併合後の発行済株式総数 275,034,689株
（注）「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数

及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
⑶　１株未満の端数が生じる場合の処理

　株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分
代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

⑷　効力発生日における発行可能株式総数
　本株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、平成29年10月１日を
もって、株式併合の割合（10分の１）に応じて発行可能株式総数を減少いたします。

変更前の発行可能株式総数 40億株

変更後の発行可能株式総数（平成29年10月１日付） 4億株
⑸　株式併合の条件

　平成29年６月21日開催予定の第17期定時株主総会において、本株式併合に関する議案及び下記「３．定款の
一部変更」に関する議案が承認可決されることを条件といたします。
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２．単元株式数の変更
⑴　単元株式数の変更の理由

　上記「１．⑴　株式併合の目的」に記載した全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」に対
応するために実施するものです。

⑵　単元株式数の変更の内容
　当行普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

⑶　変更日
　平成29年10月１日

⑷　単元株式数の変更の条件
　平成29年６月21日開催予定の第17期定時株主総会において、上記「１．株式併合」に関する議案及び下記「３．
定款の一部変更」に関する議案が承認可決されることを条件といたします。

３．定款の一部変更
⑴　定款の一部変更の内容

　当行の発行可能株式総数を40億株から４億株に変更するとともに、当行の単元株式数を1,000株から100株に
変更いたします。なお、本変更につきましては、株式併合の効力発生日である平成29年10月１日をもって効力を
生じる旨の附則を設け、当該効力発生日の翌日をもって本附則を削除いたします。

⑵　定款の一部変更の条件
　平成29年６月21日開催予定の第17期定時株主総会において、上記「１．株式併合」に関する議案及び本定款
の一部変更に関する議案が承認可決されることを条件といたします。

４．株式併合及び単元株式数の変更の日程
取締役会決議日 平成29年３月22日

定時株主総会決議日 平成29年６月21日（予定）

株式併合の効力発生日 平成29年10月１日（予定）

単元株式数の変更の効力発生日 平成29年10月１日（予定）

発行可能株式総数変更の効力発生日 平成29年10月１日（予定）

５．１株当たり情報に及ぼす影響
　当該株式併合が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の、当事業年度における１株当たり情報は以下のと
おりであります。

１株当たり純資産額 3,119円35銭
１株当たり当期純利益金額 166円53銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 166円52銭
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注記事項
（貸借対照表関係）

１．関係会社の株式又は出資金の総額は次のとおりであります。
貸借対照表計上額（百万円）

株式 410,454

出資金 3,403
２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券、現先取引並びに現金担保付債券貸借

取引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として受け入れている有価証券のうち、売却
又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、当事業年度末に当該処分をせずに所有
しているものは6,667百万円であります。

３．貸出金のうち、破綻先債権額は770百万円、延滞債権額は5,767百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は
利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除
く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１
項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること
を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は1,166百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金
で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,659百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払
猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及
び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は10,363百万円でありま
す。
　なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会業種別監査委員会報告第24号　平成14年２月13日）に基づき金融取引として処理しております。これによ
り受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で
自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、391百万円であります。

８．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士
協会会計制度委員会報告第３号　平成26年11月28日）に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した
貸出金元本の期末残高の総額は、8,359百万円であります。また、原債務者に対する貸出金として会計処理した
参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は、5,927百万円であります。
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９．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

現金預け金 10百万円
金銭の信託 14百万円
有価証券 541,886百万円
貸出金 87,524百万円

担保資産に対応する債務
預金 1,071百万円
売現先勘定 36,467百万円
債券貸借取引受入担保金 267,414百万円
借用金 265,419百万円
その他の負債 15百万円
支払承諾 954百万円

　上記のほか、為替決済、スワップ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券47,770百
万円を差し入れております。
　また、「その他の資産」には、保証金9,462百万円、外国為替差入証拠金92百万円、全銀ネット差入担保金
11,994百万円が含まれております。

10．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、
契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は、2,981,951百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のも
の又は任意の時期に無条件で取消可能なものが2,698,792百万円であります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし
も当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の
変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額
の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証
券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に
応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

11．有形固定資産の減価償却累計額 22,715百万円
12．有形固定資産の圧縮記帳額 30百万円
13．ソフトウェアには、ソフトウェア仮勘定8,026百万円が含まれております。
14．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金12,400百万円が

含まれております。
15．社債には、劣後特約付社債31,400百万円が含まれております。
16．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保

証債務の額は1,000百万円であります。
17．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額

73百万円
18．関係会社に対する金銭債権総額 261,987百万円
19．関係会社に対する金銭債務総額 181,700百万円
20．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。

　剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当
該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上し
ております。
　当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は530百万円であります。
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21．当事業年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。
退職給付債務 △63,418百万円
年金資産（時価） 67,644百万円
未積立退職給付債務 4,225百万円
未認識数理計算上の差異 △226百万円
未認識過去勤務費用 △111百万円
貸借対照表計上額の純額 3,887百万円
前払年金費用 3,887百万円

（損益計算書関係）
１．関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 8,749百万円
役務取引等に係る収益総額 3,373百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 38百万円
その他の取引に係る収益総額 5,172百万円

関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 243百万円
役務取引等に係る費用総額 16,891百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 370百万円
その他の取引に係る費用総額 2,641百万円

２．「その他の経常収益」には、睡眠債券の収益計上額2,852百万円が含まれております。
３．「その他の特別利益」は、関係会社株式償還益3,864百万円及び貸出金譲受益4,236百万円であります。
４．「減損損失」は、以下の資産グループに係る減損損失であります。

場 所 用 途 種 類 金額（百万円）

東京都・大阪府等 支店店舗及びATM等 建物及びその他の有形固定資産 52

東京都・大阪府等 システム関連資産 その他の有形固定資産及びソフトウェア 67

計 120

　当行は管理会計上の区分を考慮して資産グループを決定しております。
　事業環境等を勘案し、個人業務において廃止を決定した店舗及びATM等の資産を個別に遊休資産とみなし、回
収可能価額を零として帳簿価額全額を減損しております。また、利用及び開発を中止したソフトウェア等のシス
テム関連の遊休資産についても、同様に帳簿価額全額を減損しております。
　上記の減損損失のうち、建物に関するものは52百万円、その他の有形固定資産に関するものは17百万円、ソフ
トウェアに関するものは49百万円であります。

５．「その他の特別損失」は、関係会社株式及び出資金の評価損1,077百万円及び関係会社清算損４百万円であり
ます。
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６．関連当事者との取引について記載すべき重要なものは以下のとおりであります。
⑴　親会社及び法人主要株主等

　該当ありません。
⑵　子会社・子法人等及び関連法人等

（単位：百万円）

属 性 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 当期末残高

子会社・
子法人等

㈱アプラス 所有
間接 100％ 金銭貸借関係 信託受益権の購入

（注１） 100,000 － －

㈱アプラスフィナンシャル
所有

直接 2.9％
間接 92.0％

預金取引関係
優先株式の償還
（注２）
償還金額
償還益

10,089
3,864 － －

全日信販㈱ 所有
間接 100％ 金銭貸借関係

当座勘定貸越取引
（注３） 80,984 当座貸越 71,500
貸出金利息の受取
（注３） 410 未収収益 1

新生フィナンシャル㈱
所有

直接 100％ 金銭貸借関係

貸出金に対する被保証
（注４） 249,683 － －
保証料の支払
（注４） 15,422 未払費用 1,898
代位弁済
（注４） 20,480 － －

 
（注１）㈱アプラスの金銭債権を裏付けとした信託受益権を、当行が取得したものであります。市場実勢を勘案し、

取引価格を合理的に決定しております。
 

（注２）㈱アプラスフィナンシャルの取締役会決議により、発行済みのG種優先株式のうち、500万株について取得
（強制償還）したものであります。取得価額はG種清算価値（2,000円）に、G種最終配当金額を加算した金
額になります。G種最終配当金額は、G種清算価値（2,000円）にG種優先株式増加配当率（1.895％）を乗
じた金額を、平成28年４月１日から取得日（平成28年９月20日。同日を含む。）までの日数で日割計算し
た金額となります。

（注３）事業資金の貸出を行っております。市場金利を勘案し、利率を合理的に決定しております。なお、当座勘定
貸越取引の取引金額は期中平均残高で表示しております。

（注４）当行の個人向け無担保ローン債権について、新生フィナンシャル㈱より保証を受けているものであります。
市場実勢を勘案し、保証料率を合理的に決定しております。

⑶　兄弟会社等
　該当ありません。
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⑷　役員及び個人主要株主等
（単位：百万円）

属 性 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
(被 所 有 )割 合 関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取引金額 科 目 当期末残高

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会社・子法
人 等 を 含
む）

J.C.Flowers II L.P.
（注１） － 役員の兼任

出資（注２） 23 － －

出資分配金 195 － －

J.C.Flowers III L.P.
（注１） － 役員の兼任

出資（注３） 717 － －

出資分配金 573 － －

（注１）当行役員J.クリストファー　フラワーズがマネージングディレクター兼最高経営責任者を務める J.C.Flowers 
＆ Co.LLCによって運営されているファンドであります。

（注２）パートナーシップ契約に基づき出資しております。なお、出資約束額は２億米ドルであります。
（注３）パートナーシップ契約に基づき出資しております。なお、出資約束額は34,975千米ドルであります。

（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 摘 要

自 己 株 式
普 通 株 式 96,429 75,564 10,037 161,955 （注）

合 計 96,429 75,564 10,037 161,955
（注）自己株式の増加は、市場買付けによる自己株式の取得によるものであります。

自己株式の減少は、株式交換に伴う自己株式の割当交付によるものであります。
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（有価証券関係）
　貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の有価証券として会計処理している信託受益権が含まれ
ております。
１．売買目的有価証券（平成29年３月31日現在）

当 事 業 年 度 の 損 益 に 含 ま れ た 評 価 差 額 （ 百 万 円 ）
売 買 目 的 有 価 証 券 △0
売 買 目 的 の 買 入 金 銭 債 権 5

２．満期保有目的の債券（平成29年３月31日現在）
種 類 貸 借 対 照 表 計 上 額

（百万円）
時 価

（百万円）
差 額

（百万円）

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

国債 493,562 499,156 5,593
その他 2,706 2,870 164

小計 496,268 502,026 5,758

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

国債 － － －
その他 － － －

小計 － － －
合計 496,268 502,026 5,758

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成29年３月31日現在）
　時価のある子会社・子法人等株式及び関連法人等株式はありません。
　なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等
株式は、次のとおりであります。

貸借対照表計上額（百万円）
子 会 社 ・ 子 法 人 等 株 式 410,427
関 連 法 人 等 株 式 26
合 計 410,454
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４．その他有価証券（平成29年３月31日現在）
種 類 貸 借 対 照 表 計 上 額

（百万円）
取 得 原 価

（百万円）
差 額

（百万円）

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

株式 20,740 9,250 11,489
債券 31,873 31,543 330

国債 － － －
地方債 － － －
社債 31,873 31,543 330

その他 141,748 139,028 2,720
小計 194,362 179,822 14,539

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの

株式 484 703 △218
債券 85,996 87,019 △1,023

国債 － － －
地方債 － － －
社債 85,996 87,019 △1,023

その他 137,633 139,985 △2,351
小計 224,113 227,708 △3,594

合計 418,476 407,530 10,945
（注１）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

貸借対照表計上額（百万円）
株 式 2,418
そ の 他 46,838
合 計 49,256

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他
有価証券」には含めておりません。

（注２）貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次のとおりであります。
金額（百万円）

評価差額
その他有価証券 10,945
時価を把握することが極めて困難な有価証券に区分している
投資事業有限責任組合等の構成資産であるその他有価証券 1,562

流動性が乏しいことにより過年度に「その他有価証券」から
「満期保有目的の債券」へ保有目的を変更した有価証券 △172

その他の金銭の信託 △659

（△）繰延税金負債 2,231
その他有価証券評価差額金 9,444
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５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
売 却 額

（百万円）
売 却 益 の 合 計 額

（百万円）
売 却 損 の 合 計 額

（百万円）
株 式 1,145 681 6
債 券 1,082,036 11,402 2,856

国 債 1,007,195 6,412 2,808
地 方 債 24,055 9 19
社 債 50,785 4,979 28

そ の 他 658,637 6,343 3,677
合 計 1,741,820 18,427 6,540

６．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の
時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがない
ものとみなして、当該時価をもって貸借対照表計上額とし、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減
損処理」という。）しております。
　当事業年度における減損処理は該当ありません。
　時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準における有価証券発行会社の区分毎
に次のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先　　時価が取得原価に比べて下落
要注意先　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて30％以上下落
正常先　　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて50％以上下落

　なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先
と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大き
いと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻
先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
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（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（平成29年３月31日現在）

貸借対照表計上額（百万円） 当 事 業 年 度 の 損 益 に 含 ま れ た 評 価 差 額
（百万円）

運 用 目 的 の 金 銭 の 信 託 29,052 △5,692

２．満期保有目的の金銭の信託（平成29年３月31日現在）
　該当ありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成29年３月31日現在）

貸借対照表計上額
（百万円）

取 得 原 価
（百万円）

差 額
（百万円）

うち貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

（百万円）

うち貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

（百万円）
その他の金銭の信託 89,820 90,480 △659 47 △706

（注）「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそ
れぞれ「差額」の内訳であります。

（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 71,188百万円
有価証券価格償却超過額 21,113
貸倒引当金及び貸出金償却損金算入限度超過額 19,442
特定金銭信託評価損益 7,581
繰延ヘッジ損失に係る一時差異 6,370
その他 12,483

繰延税金資産小計 138,181
評価性引当額 △130,673
繰延税金資産合計 7,508
繰延税金負債

その他有価証券の時価評価に係る一時差異 2,231
繰延ヘッジ利益に係る一時差異 2,142
退職給付費用に係る一時差異 1,190
資産除去費用に係る一時差異 809

繰延税金負債合計 6,373
繰延税金資産の純額 1,134

（１株当たり情報）
１株当たり純資産額 311円93銭
１株当たり当期純利益金額 16円65銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 16円65銭
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